
議案第１９８号 

 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 

平成２３年１１月２８日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正す

る条例 

 （川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部改正） 

第１条 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例（昭和４６年

川崎市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１号中「第５条第６項」を「第５条第７項」に改め、同条第２号

中「第５条第１１項」を「第５条第１２項」に改め、同条第３号中「第５条

第１３項」を「第５条第１４項」に改め、同条第４号中「第５条第８項」を

「第５条第９項」に改め、同条第５号中「第５条第１７項」を「第５条第１

８項」に改める。 

  第７条第２号中「第５条第１５項」を「第５条第１６項」に改める。 

  第１０条第１号中「第７条第３項に規定する知的障害児施設支援」を「第

７条第２項に規定する障害児入所支援」に改め、同条第３号中「法」を「児

童福祉法」に改め、同条に次の３号を加える。 



 ⑷ 施設入所支援に関すること。 

 ⑸ 生活介護に関すること。 

 ⑹ その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。 

 第１１条中「児童は」を「者は」に改め、第４号を第５号とし、第３号を

第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 法第１９条第１項に規定する支給決定（前条第４号及び第５号に掲げ

る業務に係るものに限る。）を受けた者 

第１１条の２第１項中「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、同条

第２項第１号中「第２４条の２第２項」を「第２４条の２第２項第１号」に

改め、同項第２号中「第２９条第３項」を「第２９条第３項第１号」に改め

る。 

第１３条第１号中「第７条第４項に規定する知的障害児通園施設支援」を

「第６条の２第２項に規定する児童発達支援」に改め、同条第２号中「第７

条第６項に規定する肢体不自由児施設支援」を「第６条の２第３項に規定す

る医療型児童発達支援」に改め、「（北部地域療育センターを除く。）」を

削り、同条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号と

し、同条第３号中「相談支援」を「児童福祉法第６条の２第６項に規定する

障害児相談支援、法第５条第１７項に規定する特定相談支援事業」に改め、

同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 児童福祉法第６条の２第５項に規定する保育所等訪問支援に関するこ

と。 

 第１３条に次の１号を加える。 

 ⑻ その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。 

第１５条中「にあっては第６号」を「及び北部地域療育センターにあって

は第５号」に、「第５号」を「第４号」に改め、「、北部地域療育センター



にあっては第２号及び第６号を」を削り、同条第１号中「第２４条の３第２

項」を「第２１条の５の７第６項」に改め、「第１３条第１号」の次に「か

ら第３号まで」を加え、同条第２号を次のように改める。 

 ⑵ 児童福祉法第２４条の２６第１項に規定する障害児相談支援対象保護

者及び法第５１条の１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等 

第１５条第３号を削り、同条第４号中「第２７条第１項第３号」を「第２

１条の６」に改め、同号を同条第３号とし、同条第５号中「前各号」を「前

３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条第６号中「第４号」を「第３号」

に改め、同号を同条第５号とする。 

第１５条の２第１項中「第２４条の２第１項に規定する指定施設支援」を

「第２１条の５の３第１項に規定する指定通所支援（第１５条の４第１項に

おいて「指定通所支援」という。）、同法第２１条の５の２８第１項に規定

する肢体不自由児通所医療（第１５条の４第１項において「肢体不自由児通

所医療」という。）、同法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談

支援（第１５条の４第１項において「指定障害児相談支援」という。）」に、

「指定相談支援」を「法第５１条の１７第２項に規定する指定計画相談支援

（第１５条の４第１項において「指定計画相談支援」という。）」に改め、

同条第２項第１号中「第２４条の２第２項」を「第２１条の５の３第２項第

１号」に改め、同項第２号中「法第３２条第２項」を「児童福祉法第２４条

の２６第２項及び法第５１条の１７第２項」に改め、同項第４号中「又は児

童福祉法第２４条の２０第３項の規定により厚生労働大臣が定める費用の額

の算定方法」を削る。 

第１５条の４第１項中「児童福祉法第２４条の２第１項に規定する指定施

設支援、指定相談支援」を「指定通所支援、肢体不自由児通所医療、指定障

害児相談支援、指定計画相談支援」に改め、同条第２項第１号中「第２４条



の２第２項」を「第２１条の５の３第２項第１号」に改め、同項第２号中「法

第３２条第２項」を「児童福祉法第２４条の２６第２項及び法第５１条の１

７第２項」に改め、同項第４号中「又は児童福祉法第２４条の２０第３項の

規定により厚生労働大臣が定める費用の額の算定方法」を削る。 

  第２０条中「第５条第２２項」を「第５条第２３項」に改める。 

  第２２条の１６第１号中「第５条第１０項」を「第５条第１１項」に改め、

同条第２号中「第５条第１６項」を「第５条第１７項」に改める。 

  第２７条の８第４号中「第５条第２１項」を「第５条第２２項」に改める。 

第２８条の２第１号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」に改める。 

第２条 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を次の

ように改正する。 

  目次中 

 「第４節 しいのき学園（第１０条～第１２条）」 

 を 

 「第４節 中央療育センター（第１０条～第１２条の６）」 

 に改める。 

  第３条第２項第４号を次のように改める。 

  ⑷ 中央療育センター 

  第３条第２項第５号中「、中部地域療育センター」を削る。 

  第２章第４節を次のように改める。 

第４節 中央療育センター 

（業務） 

第１０条 中央療育センターは、次の業務を行う。 

 ⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２第２項に規定す

る児童発達支援（第１３条第１号において「児童発達支援」という。）



に関すること。 

 ⑵ 児童福祉法第６条の２第３項に規定する医療型児童発達支援（第１３

条第２号において「医療型児童発達支援」という。）に関すること。 

 ⑶ 児童福祉法第６条の２第５項に規定する保育所等訪問支援（第１３条

第３号において「保育所等訪問支援」という。）に関すること。 

 ⑷ 児童福祉法第６条の２第６項に規定する障害児相談支援（第１３条第

４号において「障害児相談支援」という。）、法第５条第１７項に規定

する特定相談支援事業（第１３条第４号において「特定相談支援事業」

という。）及び心身障害の疑いのある児童に対する相談に関すること。 

 ⑸ 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児（以下「障害児」という。）

及び心身障害の疑いのある児童（次号及び第１３条第６号において「障

害児等」という。）に対する医学的、心理学的及び社会学的な診断、治

療、検査及び評価（第１２条の４第１項及び第１３条第５号において「障

害児等医療支援」という。） 

 ⑹ 障害児等に対する療育訓練及び指導 

 ⑺ 地域関係諸機関への技術援助及び情報の提供 

 ⑻ 児童福祉法第７条第２項に規定する障害児入所支援に関すること。 

 ⑼ 短期入所に関すること。 

 ⑽ 居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により介護を必要とす

る障害児に対する昼間における排せつ又は食事の介護その他の便宜の供

与（第１２条の４において「障害児日中一時支援」という。）に関する

こと。 

 ⑾ 施設入所支援に関すること。 

 ⑿ 生活介護に関すること。 

 ⒀ その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。 



（指定管理者） 

第１１条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定する

もの（以下この節において「指定管理者」という。）に中央療育センター

の管理を行わせる。 

 ⑴ 中央療育センターの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保

できること。 

 ⑵ 事業計画書の内容が、中央療育センターの効用を最大限に発揮すると

ともに管理経費の縮減が図られるものであること。 

 ⑶ 事業計画書の内容に沿った中央療育センターの管理を安定して行う能

力を有すること。 

２ 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認め

る書類を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の指定をしたときは、その旨を告示する。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１２条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、中

央療育センターの管理を行わなければならない。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１２条の２ 指定管理者は、中央療育センターの管理のために必要な業務

を行わなければならない。 

（利用者） 

第１２条の３ 中央療育センターを利用することができる者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 児童福祉法第２１条の５の７第６項の規定による支給の決定（第１０

条第１号から第３号までに掲げる業務に係るものに限る。）に係る障害

児及びその家族 



 ⑵ 児童福祉法第２４条の２６第１項に規定する障害児相談支援対象保護

者（第１５条第２号において「障害児相談支援対象保護者」という。）

及び法第５１条の１７第１項に規定する計画相談支援対象障害者等（第

１５条第２号において「計画相談支援対象障害者等」という。） 

 ⑶ 児童福祉法第２４条の３第２項の規定による支給の決定（第１０条第

８号に掲げる業務に係るものに限る。）に係る障害児 

 ⑷ 法第１９条第１項に規定する支給決定（第１０条第９号に掲げる業務

に係るものに限る。）に係る障害児 

 ⑸ 法第１９条第１項に規定する支給決定（第１０条第１１号及び第１２

号に掲げる業務に係るものに限る。）を受けた者 

 ⑹ 児童福祉法第２１条の６又は第２７条第１項第３号の規定により措置

された障害児 

 ⑺ その他指定管理者が中央療育センターの利用を認めた者 

（利用料金） 

第１２条の４ 中央療育センターにおいて児童福祉法第２１条の５の３第１

項に規定する指定通所支援（第１５条の２第１項において「指定通所支援」

という。）、同法第２１条の５の２８第１項に規定する肢体不自由児通所

医療（第１５条の２第１項において「肢体不自由児通所医療」という。）、

同法第２４条の２６第２項に規定する指定障害児相談支援（第１５条の２

第１項において「指定障害児相談支援」という。）、法第５１条の１７第

２項に規定する指定計画相談支援（第１５条の２第１項において「指定計

画相談支援」という。）、児童福祉法第２４条の２第１項に規定する指定

入所支援、指定障害福祉サービス、障害児等医療支援又は障害児日中一時

支援を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 

２ 前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。 



 ⑴ 児童福祉法第２１条の５の３第２項第１号に規定する厚生労働大臣が

定める基準により算定した額 

 ⑵ 児童福祉法第２４条の２６第２項及び法第５１条の１７第２項に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した額 

 ⑶ 児童福祉法第２４条の２第２項第１号に規定する厚生労働大臣が定め

る基準により算定した額 

 ⑷ 法第２９条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により

算定した額 

 ⑸ 障害児日中一時支援に要する費用として市長が定める基準により算定

した額 

 ⑹ 食事の提供及び居住に要する費用として指定管理者が市長の承認を得

て定める額 

 ⑺ 健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額 

３ 第１項の利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（利用料金の減免） 

第１２条の５ 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、前条第

１項の利用料金を減額し、又は免除することができる。 

（利用の制限） 

第１２条の６ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、中央

療育センターの利用を拒むことができる。 

 ⑴ 利用者が定員に達したとき。 

 ⑵ 利用料金を滞納したとき。 

 ⑶ 管理上特に支障があると認めるとき。 

  第１３条中「、中部地域療育センター」を削り、同条第１号中「児童福祉

法第６条の２第２項に規定する」を削り、同条第２号中「児童福祉法第６条



の２第３項に規定する」を削り、同条第３号中「児童福祉法第６条の２第５

項に規定する」を削り、同条第４号中「児童福祉法第６条の２第６項に規定

する」及び「法第５条第１７項に規定する」を削り、同条第５号を次のよう

に改める。 

 ⑸ 障害児等医療支援 

 第１４条の３から第１４条の６までを削る。 

 第１５条中「（南部地域療育センター及び北部地域療育センターにあって

は第５号を、中部地域療育センターにあっては第４号を除く。）」を削り、

同条第２号中「児童福祉法第２４条の２６第１項に規定する」及び「法第５

１条の１７第１項に規定する」を削り、同条第４号中「前３号に定めるもの

のほか、市長が南部地域療育センター及び北部地域療育センター」を「その

他市長が地域療育センター」に改め、同条第５号を削る。 

第１５条の２第１項を次のように改める。 

地域療育センターにおいて指定通所支援、肢体不自由児通所医療、指定

障害児相談支援又は指定計画相談支援を受けた者は、使用料を納付しなけ

ればならない。 

第１５条の４及び第１５条の５を削る。 

  第１６条第１項中「南部地域療育センター及び北部地域療育センター」を

「地域療育センター」に改め、同条第２項を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第１条の規定（第６

条の改正規定、第７条第２号の改正規定、第２０条の改正規定、第２２条の

１６第１号及び第２号の改正規定、第２７条の８第４号の改正規定並びに第

２８条の２第１号の改正規定を除く。）及び次項の規定は平成２４年４月１



日から、第１条中第６条の改正規定、第７条第２号の改正規定、第２０条の

改正規定、第２２条の１６第１号及び第２号の改正規定、第２７条の８第４

号の改正規定、第２８条の２第１号の改正規定並びに第２条中第２章第４節

の改正規定（第１１条第１項（指定管理者に中央療育センターの管理を行わ

せることに係る部分を除く。）、第２項及び第３項に係る部分に限る。）は

公布の日から施行する。 

  （川崎市福祉センター条例の一部改正） 

２ 川崎市福祉センター条例（昭和４９年川崎市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第６号中「肢体不自由児及び知的障害児」を「障害児」に改める。 

  第４条第１項第５号を次のように改める。 

  ⑸ 地域療育センター 

  第４条第１項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とす

る。 

  第５条第４号中「及び第６号」を削り、同条第５号中「前条第１項第７号」

を「前条第１項第６号」に改める。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

  

中央療育センターを新設し、当該施設の管理を指定管理者に行わせ、及び利

用料金制を導入すること、当該施設の新設に伴い、しいのき学園及び中部地域

療育センターを廃止すること等のため、この条例を制定するものである。 



 


